
 

 

 

 

 

 

石巻市不動町産業用地 
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１ 用地の概要 

所 在 地 石巻市不動町２丁目１８番 

開 発 面 積 約2.5ヘクタール 

追 加 募 集 面 積  約0.2ヘクタール 

用 途 地 域 準工業地域 

建 ぺ い 率 ６０％以下 

容 積 率 ２００％以下 

引 渡 時 期 随時 

 

２ 募集条件 

(1) 募集単位 

  区画単位で募集を受け付けます。 

(2) 取得方法 

分譲または定期借地を選択できます。ただし、一部を分譲、一部を定期借地として混

合することはできません。必ず分譲または定期借地かを決定してお申込みください。 

定期借地は、事業のみを目的とした場合は事業用定期借地、併用住宅（事業所兼住

居）.の場合は一般定期借地となります。 

賃借期間等は、事業用定期借地は１０年以上５０年未満、一般定期借地は５０年以上

となります。 

(3) 分譲（賃貸）価格 

分譲価格 石巻市公有財産価格審査委員会の決定による価格 

賃貸価格 仮固定資産評価額に６．５／１００を乗じて得た金額を年額とし、

３年ごとに改定を行うものとします。算定率についても改定を行う

場合があります。 

なお、一定の要件を満たす場合は、軽減される場合があります。 

※参考：令和６年１月１日現在 国土交通省地価公示価格２４，４００円／㎡ 

（不動町２丁目８１番４９） 
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(4) 募集区域 

  下図のとおり、区画単位で分譲（賃貸）致します。 

 

(5) 募集業種等 

① 日本標準産業分類のうち、次に掲げる業種とします。 

大分類 対象業種（中分類または小分類） 

Ｄ 建設業 全業種 

Ｅ 製造業 全業種 

Ｇ 情報通信業 全業種 

Ｈ 運輸業、郵便業 (43)道路旅客運送業 (44)道路貨物運送業 (48)運輸に付帯す

るサービス業(485 運輸施設提供業を除く） 

Ｉ 卸売、小売業 (50)各種商品卸売業 (51)繊維・衣服等卸売業 (52)飲食料品

卸売業 (53)建築材料、鉱物、金属材料等卸売業 (54)機械器

具卸売業 (55)その他の卸売業 (57)織物・衣服・身の回り品

小売業 (58)飲食料品小売業 (59)機械器具小売業 (60)その他

の小売業 

K 不動産業、物品賃

貸業 
(702)産業用機械器具賃貸業 (703)事務用機械器具賃貸業 

Ｑ 複合サービス業 (87)協同組合（他に分類されないもの） 

Ｒ サービス業（他に

分類されないもの） 

(89)自動車整備業 (90)機械等修理業 

② 本産業用地では事務所・工場との併用である場合に限り、住宅（自宅）を建設する事

が可能です（併用住宅の建設が可能）。ただし、住宅のみの場合は建設する事ができま

せん。 
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③ 事務所・工場等を伴わない自家用倉庫や駐車場、資材置場等は対象外です。 

④ 上記の業種であっても、騒音・振動等により環境の悪化をもたらすおそれのある事務

所・工場等は除きます。 

⑤ その他、産業用地の環境に影響を及ぼさないもので、市長が特に認めるもの。 

(6) 申込者の資格 

申込者は、次に掲げる条件をすべて備えることが必要です。 

① 自ら募集業種に適合する事業の用に供する施設（以下「施設等」という。）を使用

しようとするものであること。 

② 契約締結日から３年以内に施設等の建設に着手、５年以内に建設を完成し、かつ施

設等の建設終了後（賃借する場合は契約期間満了までの間）継続して施設等において

事業を営むことのできるものであること。 

③ 施設等の建設、経営に係る資金計画が適切であり、分譲代金及び保証金または賃料

を確実に支払うことができるものであること。 

④ 市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。 

⑤ 納税及び雇用の面で本市に貢献できること。 

⑥ 公害防止対策が十分できること。 

⑦ 石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱（平成２０年告示第２６８号）の第２条第

６号に規定する暴力団及び同条７号に規定する暴力団員に該当しないことその他同要

綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

(7) 周辺の状況について 

ア 土砂災害警戒区域について 

   産業用地内には、土砂災害警戒区域に指定されている区域が含まれています。その

ため、当該区域を含む区画については、分譲は行いません。 

  参考：宮城県ＨＰ https://www.pref.miyagi.jp/documents/21112/43660.pdf  

以上の状況を十分にご理解いただいたうえで、お申込みいただきますよう、お願い

いたします。 

  



- 4 - 

３ 申込手続き 

(1) 申込方法 

申込者は、直接持参により申込書類を提出してください。 

＜申込受付場所＞ 

石巻市産業部 産業推進課（石巻市役所本庁舎３階） 

〒986-8501 宮城県石巻市穀町１４番１号 

TEL 0225-95-1111（内線3548、3543、3544） FAX 0225-21-2022 

E-Mail isindstr@city.ishinomaki.lg.jp 

※ 申込様式は、本市ホームページ（http://www.city.ishinomaki.lg.jp/）からダウンロー

ドすることができます。 

＜申込受付時間＞ 

  受付時間 8:30～17:00 （土日祝日を除く） 

(2) 申込書類 

申込者は以下の書類を提出してください。 

番号 必 要 書 類 等 部数 

１ 石巻市不動町産業用地分譲（賃貸）申込書 １部 

２ 定款またはこれに準じるもの（法人の場合） １部 

３ 法人登記事項証明書（全部事項・現在事項）、個人事業主の場合は、住民

票抄本 
１部 

４ 決算書または確定申告書：直近３期分（損益計算書、貸借対照表） １部 

５ 市税完納証明書（別記様式１） 

注１）申請方法は、➀➁を作成し、市民税課、各支所又は各総合支所の

市民生活課の窓口に提出し、証明を受けてください。 

① 税関係証明交付申請書（窓口設置の緑色の申請書）    １部 

② 市税に滞納がないことの証明願（完納証明）【証明願🅒】 １部

（正のみ） 

※②の副本については、証明窓口において正本から写しを取り作成し

ます。 

※①②は窓口にも設置してあります。 

注２）この証明書は、現年度を含む過去５年分の「市県民税」、「固定

資産税」、「軽自動車税」が対象となります。 

注３）全ての市税が非課税の方は、現年度分の「市県民税非課税証明

書」の交付を受けてください。  

１部 

６ 国民健康保険税完納証明書（別記様式２） 

注１）保険年金課、各支所または総合支所の市民福祉課の窓口に提出

し、交付を受けてください。（申請書は、窓口に２部提出する必要があ

ります。） 

注２）この証明書は、現年度を含む過去５年分の「国民健康保険税」が

１部（国

民健康保

険加入の

場 合 の

み） 
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対象となります。 

７ 暴力団排除に関する誓約書 １部 

８ 
会社概要（会社案内等パンフレット含む）、もしくは主たる事業の概要を

記載した資料等 
１部 

（留意事項） 

必要に応じ、上記以外の資料を提出していただく場合がありますので、あらかじめご

了承願います。 

申込書類等の作成に係る一切の費用は、申込者が負担するものとします。 

申込書及び添付書類は返却いたしません。 

(3) 申込時期 

随時（応募区画完売まで） 

 

４ 譲受（賃借）予定者の決定 

応募企業の審査は申込順に提出書類を審査（※）し、譲受（賃借）予定者を決定しま

す。 

  ※注） 

審査の過程で、申込内容について説明を求めることがあります。 

審査結果は申込者へ個別に連絡致します。 

審査結果に関する問い合わせ及び異議等については、一切応じられません。 
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５ 契約、土地の引渡し等 

(1) 分譲の場合 

① 契約 

本市と譲受予定者が売買契約を締結します。契約締結時期は、別途、協議して定めま

す。 

② 契約保証金の支払い 

売買契約締結と同時に、契約保証金として売買金額の１０％相当額を本市が発行す

る納入通知書により、本市が指定する金融機関に納入していただきます。 

なお、契約保証金は売買代金に充当することができます。 

③ 売買代金の支払い 

譲受予定者は売買契約締結後３０日以内に、売買代金（保証金を売買代金に充当し

ないで売買代金全額を納める場合は、後日、契約保証金を返還します）を本市が発

行する納入通知書により、本市が指定する金融機関に納入していただきます。 

なお、振込手数料は、譲受予定者が負担するものとします。 

④ 所有権の移転、登記 

売買物件の所有権は、譲受予定者が売買代金を完納したときに移転されます。 

土地の所有権移転登記は本市が申請します。所有権移転登記に要する登録免許税そ

の他一切の費用は、譲受予定者が負担するものとします。 

(2) 賃借の場合 

① 契約 

本市と賃借予定者は、借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条（定期借地

権）または第２３条（事業用定期借地権等）第２項に規定する借地権を設定するこ

ととし、本市指定の契約様式を元に公正証書を作成し、公証人役場において締結し

ます。契約締結時期は、別途、本市と賃借予定者が協議して定めます。 

定期借地権については、契約の更新（更新の請求及び土地の使用の継続によるもの

を含む。）及び建物の築造による存続期間の延長がなく、また、賃借予定者は、建

物の買取りを請求できないものとします。 

借地期間は、事業用定期借地契約が原則１０年以上５０年未満、一般定期借地契約

が５０年以上で設定します。 

② 保証金 

必要に応じ、賃借予定者は、賃料、遅延利息その他本契約に基づいて生ずる一切の

債務を担保するために契約が成立したときに、本市に対して担保を提供または保証

人を立てていただく場合があります。 

③ 賃料 

賃料は、定期借地権設定契約の賃貸借開始日から発生し、年４期程度に分割して支

払うものとします。なお、１年未満の端数が生じる場合には日割りで計算するもの

とします。また、賃料は３年ごとの固定資産評価額改定の時に見直すものとしま

す。 

④ その他の費用 

公正証書作成に係る一切の費用は、賃借予定者が負担するものとします。 
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⑤ 引渡し 

賃料の払込み、ならびに定期借地権設定契約締結後、賃借予定者に土地を引渡しま

す。 

⑥ 原状回復義務等 

賃借予定者は、定期借地契約が終了する際には、賃借土地に存する業務施設、その

他賃借土地に附属させた工作物を収去し、賃借土地をこの契約を締結した時の状態

に復して、本市に更地で返還しなければなりません。 

土地の原状回復に要する一切の費用は、賃借予定者が負担するものとします。 

(3) その他 

  建築計画の際には、建築規模に応じた建物基礎設計を行う必要がありますので、事前

に建設予定位置の地耐力を確認の上、建築設計を実施してください。計画する建築物

(重量や形式等)によっては、基礎杭施工または地盤改良等が必要となる事をご了承く

ださい。 

 

６ その他契約の主な内容 

(1) 権利等の継承 

譲受（賃借）予定者は、本市の承諾を受けることなく、譲受（賃借）予定者の権利を

第三者に継承させてはなりません。 

(2) 建設義務等 

譲受（賃借）予定者は、土地譲渡契約または定期借地権設定契約の締結日から３年以

内に施設等の工事に着手、５年以内に自ら施設等を建設し、操業または事業を行うも

のとします。 

譲受（賃借）予定者は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の法令に準

拠して施設等（併用住居を可とする）を建設しなければなりません。 

(3) 本市の契約解除権等 

本市は、譲受（賃借）予定者がこの募集要項と土地譲渡契約または定期借地権設定契

約に違反したと認めるときは、催告によらないでこの契約を解除し、または土地を買

い戻すことがあります。 

この場合、譲受（賃借）予定者は、直ちに、土地をこの契約を締結した時の状態に復

して、本市の定めるところに従い本市に返還するものとします。 

なお、本市が譲受（賃借）予定者に返還する金額には、利息を付けないものとしま

す。 

(4) 環境保全等 

譲受（賃借）予定者は、公害防止に関する諸法令を遵守するとともに、環境保全に関

して万全の処置を講ずるものとします。 

なお、公害が発生したときは、譲受（賃借）予定者の責任と負担において解決するも

のとします。 
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７ スケジュール 

募集 

随時 

（募集区画完売時点で募集終了とし、市ホームページに

募集終了をお知らせいたします。） 

土地売買（賃貸借）契約締結 随時 

 

 

  （※）＜お問い合わせ先＞ 

石巻市産業部 産業推進課（石巻市役所庁舎３階） 

〒986-8501 石巻市穀町１４番１号 

TEL 0225-95-1111（内線 3548、3543、3544） FAX 0225-21-2022 

E-Mail isindstr@city.ishinomaki.lg.jp 

 


